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医師の働き方改革の施行に向けた準備状況調査結果 

 

１ 概要 

 調 査 期 間：令和５年 11月７日～11月 17日 

 調 査 方 法：メール又は郵送 

調査対象 対象数 回答数 

病院（愛大除く） 133 133 

分娩取扱産科有床診療所 13※ ４ 

  ※ 36協定の締結対象となる医師がいない場合は調査対象外。 

    調査した結果、４機関のみが調査対象であった。 

 

２ 病院回答結果（★マークは県独自調査項目） 

 

問１.令和６年４月以降に予定している夜間の院内の医師の勤務体制 

１. 宿直のみ              ２. 夜勤と宿直

の併用 

３. 夜勤のみ              ４. 不明・未定 ５ . 夜間の宿

直・夜勤の体制

がない（有床診

療所、医師が敷

地内に居住、等

の場合） 

101 20 0 0 12 

 

問２.現在の宿日直許可の取得・申請状況 

１. 必要

な宿日直

許可を取

得済み 

２. 必要

な宿日直

許可を申

請し、結

果待ち 

３. 必要

な宿日直

許可の取

得のため

に、申請

の準備中 

４. 必要

な宿日直

許可の申

請を予定

している

が、具体

的な準備

には着手

していな

い 

５. 必要

な宿日直

許可を申

請 し た

が、許可

は得られ

なかった 

６. 宿日

直許可取

得の必要

がないた

め、申請

していな

い 

７. 宿日

直許可を

取得した

いが、業

務の性質

に照らす

と許可取

得は困難

と考え、

申請して

いない 

８. 宿日

直許可が

必要かわ

からない 

90 3 22 2 1 15 0 0 

 

問３.令和６年４月以降に予定している医師への適用水準 

１. 未定                      ２. Ａ水準のみ ３. A・連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準 

0 132 1 
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★問４.【協力型臨床研修病院】研修プログラムに沿った研修のために、時間外・休日

労働時間（年単位換算）が年 960時間を超える見込みのある臨床研修医を雇用する予定 

１.雇用する見込み有 ２.雇用する見込み無 ３.未定・検討中 

0 44 0 

 

問５.令和６年４月時点で、医師の働き方改革の施行に伴う自施設の診療体制への影響

についてお尋ねします。 

１. 令和６年４月以降、診療体制の縮小等

は避けられないと見込んでいる 

２. 令和６年４月以降、診療体制の縮小等

は特に生じないと見込んでいる 

18 115 

 

問５-２ 問５で１を選んだ 18機関 

１. 自施設の診療体制の縮

小等があると、地域の医療

提供体制の確保は困難とな

る見込み 

２. 自施設の診療体制の縮

小等を行ったとしても、地

域の医療提供体制は確保で

きる見込み 

３. 自施設の診療体制の縮

小等による地域の医療提供

体制への影響は不明または

未定 

8 1 9 

 

★問６.宿日直許可取得や医師の労働時間短縮の取組（タスク・シフト/シェア、勤務体

制の見直し等）を行った上で、令和６年４月時点で、時間外・休日労働が年 960時間超

見込みとなる医師の有無 

1. 有 2. 無 

1 132 

 

問７.宿日直許可取得や医師の労働時間短縮の取組（タスク・シフト/シェア、勤務体制

の見直し等）を行った上で、令和６年４月時点で、時間外・休日労働が年 1,860時間超

見込みとなる医師の有無 

1. 有 2. 無 

0 133 

 

★問８.令和６年４月以降の医師数等を踏まえた診療体制に関するシミュレーション 

１.診療体制に関するシミ

ュレーションを実施してい

る 

２.診療体制に関するシミ

ュレーションを実施してい

ない  

３．未定・検討中 

29 58 46 
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★問９.令和６年４月時点の面接指導実施医師の確保の見込みの有無 

１.自院の医師

（常勤・非常勤）

のみで確保の見

込み有      

２.自院の医師

（常勤・非常勤）

に加え、他院・

医師派遣会社等

からの派遣によ

り確保の見込み

有 

３．面接指導の

対象となる医師

がいる見込みで

あるが、面接指

導実施医師の確

保の目途が立っ

ていない。 

４ . 月 の 時 間

外・休日時間労

働時間数が１０

０時間以上とな

る勤務医がいな

い見込みのため

面接指導は不要

の見込み 

５.不明・未定 

18 1 1 104 9 

 

問 10.大学・他医療機関から派遣されている医師の、働き方改革に関連した引き揚げの

予定 

１. 派遣元医療機関

が医師の引き揚げを

予定している     

２. 派遣医師の引き

揚げの見通しはない 

３. 医師派遣は受け

ていない 

４. 不明・未定 

3 76 14 40 

 

★問 11.【救急輪番】医師の働き方改革制度の開始に伴う救急輪番体制への影響 

１.制度開始の影響

に伴い、二次救急輪

番制からの離脱を検

討している       

２.現時点で影響は

ないが、将来的（５

年以内）に二次救急

輪番制からの離脱を

検討している 

３.現時点で特段影

響はない 

４.不明・未定 

1 1 35 14 

調査対象 47機関（県中除く） 

救急輪番ではないが、救急告示病院の回答を一部含む。 

 

問 12.【産科医療】医師の働き方改革制度の開始に伴い、産科医療への影響 

１.制度開始の影響に伴い、産科医療提供体

制への支障を危惧している      

２.制度開始の影響は現時点ではないと考

えている 

0 9 
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３ 医療機関の声 

 大学側の動きを知りたい。 

 二次救急医療は自院の医師のみで対応できている病院は少なく、大学病院の応援な

しには継続できない状況を理解し制度を進めて頂きたい。 

 医師の働き方改革制度が施行されることで、医師不足の地域において、現状の医療

提供体制が維持できなくなることが起こり得ると危惧する。こうしたことを防ぐた

めの踏み込んだセーフティネット策（医師確保、医師派遣の維持等）が必要と考え

る。 

 医師の不足、医師の偏在に対する抜本的な対策を講じて欲しい。 

 救急担当医師や宿直可能な医師の数が限られているため、徐々に負担が大きくなっ

ている。外部からの医師（例：大学病院）に依頼することは現状厳しく、今後の影

響が懸念される。 

 この制度は、都会の大規模病院には影響は少ないであろうが、地方に多い外部から

派遣を受けて診療、救急業務を行っている小規模の病院にとっては医師の派遣を続

けてもらえなくなればすぐに診療に影響をきたす。 

 救急輪番を維持していくうえで現在の派遣医師が減少する場合、サポートする体制

をお願いしたい。 

 現時点では無いが、今後、大学・他医療機関から派遣医師の引き揚げがあった場合、

救急医療体制及び診療体制の縮小・撤退の可能性がある。 

 救急輪番病院において、県・行政からの医師派遣への支援、協力体制を希望します。 

 宿日直について、個々の医療機関の実情を考慮して許可していただきたい。 

 高齢な医師が多く、今後の当直や日直勤務体制が維持できるかどうか不安な状況が

ある。 
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